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本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

 

・平成１１年１０月紋別港地方港湾審議会 

・平成１１年１１月港湾審議会第１７０回計画部会 

 

の議を経、その後の変更については 

 

・平成１７年０３月紋別港地方港湾審議会 

・平成１８年１１月紋別港地方港湾審議会 

・平成２６年０３月紋別港地方港湾審議会 

・平成２８年０３月紋別港地方港湾審議会 

 

の議を経た紋別港の港湾計画の軽易な変更をするものである。 
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変 更 理 由 

 

1. 小型船の安全かつ効率的な利用を図るため、新港町地区におい

て、水域施設計画及び小型船だまり計画を追加する。 
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港湾施設の規模及び配置 

１ 水域施設計画 

小型船だまり計画に対応して、以下の施設について計画を追加す

る。 

 

１―１ 泊地 

新港町地区 

水深７．５ｍ  面積１１ｈａ［新規計画］ 

水深７．５ｍ［既設］ 

 

既設 

水深７．５ｍ 
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２ 小型船だまり計画 

２―１ 新港町地区 

小型船の安全かつ効率的な利用を図るため、以下の施設につい

て計画を追加する。 

 

中央船だまり 

   防波堤 第１防波堤（北波除） 延長  １００ｍ［新規計画］ 

防波堤 第１防波堤（南波除） 延長   ３０ｍ［新規計画］ 

第２ふ頭北岸壁  水深６．０ｍ 延長１３１ｍ［既設］ 

第２ふ頭西物揚場 水深４．０ｍ 延長３１０ｍ［既設］ 

 

既設 

第２ふ頭北岸壁  水深６．０ｍ 延長１３１ｍ［既設］ 

第２ふ頭西物揚場 水深４．０ｍ 延長３１０ｍ［既設］ 
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【 新港町地区 】 
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